
令和３年９月１０日  

保護者の皆様 

太宰府市立学業院中学校 

校 長  齋 藤  孝 

 

緊急事態宣言の延長に伴う学校生活の対応について（お知らせとお願い） 

  

初秋の候、保護者の皆様には、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、９月１３日から通常通りに学校生活を戻す予定でしたが、本校では、緊急事態宣言の延長に伴

い下記のとおり対応します。 

つきましては、ご家庭におかれましても、これまでと同様にご理解とご協力をよろしくお願い申し上

げます。 

なお、今後の状況によっては対応を変更する場合もあります。変更がある場合は、文書または、安心

メールにて連絡します。 

 

記 

 

１ 時制について 

 ・感染リスクを減らすために当面の間、短縮授業等を実施します。 

   昼食時間 12:30～12:50 

   下校時間 5 時間⇒14:50～15:05 6 時間⇒15:45～16:00 

※ 放課後に生徒会選挙活動や委員会の活動等がある生徒は多少下校が遅れる場合があります。 

 

２ 部活動について 

 ・原則、緊急事態宣言中は引き続き部活動中止とします。 

・ただし、例外として中体連新人大会やそれに準じる公式大会の２週間前から練習を再開します。詳

しくは、顧問から連絡します。 

 ・参加するにあたって不安がある場合は、顧問に相談してください。 

  

３ その他  

◇ 引き続き、不要不急の外出を控える、身の安全を守る、規則正しい生活をするなど、お子様にご指

導いただきますよう、お願いします。 

 

◇ 本人はもちろん、同居のご家族に発熱や風邪等の症状がある場合は、学校にご連絡ください。この

場合「欠席扱い」にはなりません。 

お問い合わせ先 

学業院中学校 國分 

電話：092-923-2521 


